




はじめに 

 

 北九州市では、平成 21 年に策定された「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」

（その後、平成 26 年に改訂）に基づいて教育の振興を図っており、特別支援教育はその

重点取組の一つとして位置付けられています。これまでの取組により、特別支援学級の増

設、市費講師等の配置・活用、東部地域における特別支援学校の再編整備などの一定の成

果を上げることができました。 

 

 一方で、教育的ニーズのある子どもの数は増加傾向にあり、また個々の状態や必要な指

導・支援の在り方も様々であることから、相談支援体制の整備、教員の専門性の向上、関

係機関や外部専門家等と連携した重層的な支援体制の構築、施設・設備面の整備等が課題

となっています。 

 

 我が国では、平成 26 年に「障害者の権利に関する条約」を批准しましたが、それまで

の間に障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定などの国内法整備が進められてき

ました。平成 24 年に中央教育審議会初等中等教育分科会から出された「共生社会の形成

に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」におい

ても、子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた教育環境や支援体制を更に整備してい

くことなどが提言されています。 

 

 そこで、こうした動向も踏まえた上で本市における特別支援教育の課題を一度整理し、

中長期的な視点で本市の特別支援教育の方向性を定め、多様な教育的ニーズにより適切に

対応していくことができるよう、「北九州市特別支援教育推進プラン」を策定いたしまし

た。 

 

 このプランは、企業（約 800 社）・保護者（約 3,000 人）・特別支援教育コーディネー

ター（約 300 人）を対象としたアンケート調査の結果、外部有識者等によって構成され

た「北九州市特別支援教育の在り方検討会議」での議論、さらに、市議会での議論やパブ

リックコメントの募集を通じて寄せられた市民の意見など、たくさんの方々の思いが詰ま

ったプランです。 

 

 本プランを基に、子どもたちの可能性を生かす・引き出す教育の充実、子どもたちの「わ

かる」・「できる」喜びの実感につなげ、子どもたちの「生きる力」の育成に努めるととも

に、子どもたちや保護者、市民の皆様の障害者理解を促進し、共生社会の形成に結びつけ

ていくことができるよう、取組の充実を図っていきたいと考えています。 

 

 本プランの策定に当たりご協力いただきました皆様に感謝申し上げるとともに、特別支

援教育に対する市民や関係者の皆様の更なるご支援とご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

                            平成 29 年１月 

                            北九州市教育委員会 
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